




村山山口鳥獣保護区特別保護地区の再指定について

概 要

鳥獣保護とその生息地の保護に特に必要な村山山口鳥獣保護区特別保護地区の指定が１０月末に期限

〇 指定場所 東京都西多摩郡瑞穂町、武蔵村山市

〇 面    積 136ヘクタール

〇 更新期間 R8年11月1日～R28年10月31日(20年間)

〇 根拠法令 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律第29条第１項

〇 指定目的（地区の特色）

・村山山口貯水池に隣接するアカマツ、ヒノキ等

の針葉樹林とコナラ、エゴノキなどの広葉樹林で

構成される貯水池林

 ・オオタカやハイタカをはじめ多くの野鳥の生息

地として特に重要

〇 指定による制限

区域内は狩猟・開発行為禁止

資料１

－凡 例－ 

鳥獣保護区

鳥獣保護区特別保護地区

〇保護に関する方針

・鳥獣の生息に必要な自然環境を保全

・生息及び繁殖する多様な野生鳥獣の保護を図る

・指定10年後に、モニタリング調査を実施

樹林地の景観

オオタカ

多



鳥獣保護区及び特別保護地区について

区域 目的 制限 審議会 指定 箇所数

鳥獣保護区 鳥獣保護 狩猟禁止
新規指定・区域拡張する
際は、審議会付議

都 ３９

国 ※ ８

特別保護地区
鳥獣保護・
生息地の保護

狩猟・開発行為禁止
新規指定・区域拡張・期
間延長する際は、審議会
付議

都 ８

国 ※ ６

※国際的・全国的な鳥獣保護のため鳥獣保護管理法に基づき国が指定

・小笠原諸島（世界自然遺産）、葛西沖三枚洲 （ラムサール条約湿地）等

参考１



鳥獣保護区

番
号

特別保護地区

① 高尾

② 奥多摩湖

③ 御岳

④ 奥多摩

⑤ 村山山口

⑥ 三頭山

⑦ 御蔵島

⑧ 八丈小島

特別保護地区位置図

1

2
3

4

6

5

78

参考２

村山山口鳥獣保護区
特別保護地区
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村山山口鳥獣保護区特別保護地区指定までの流れ

鳥獣部会（１回目：２月２日）

鳥獣部会（２回目）

本  審  議  会

環 境 省 へ 届 出

指  定  公  示

指定計画書（素案）の検討

指定計画書（素案）作成

意    見    照  会
関係地方公共団体等※へ意見照会
※市、町、観光協会、猟友会、森林組合、野鳥の会、水道局、農協

意見照会等を踏まえ、指定計画書（素案）検討

鳥獣部会での結果を報告

公示しようとする３０日前までに、環境省へ届出書提出

東京都広報に掲載、公示

地区概要や鳥獣生息状況をまとめ、指定計画書（素案）作成

公  告 ・ 縦  覧（６月予定） 公告・縦覧（期間：１４日間）

参考３



 

 

 

 
 

 

 

東京都指定村山山口鳥獣保護区 

特別保護地区計画書 

【指定】 
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１ 特別保護地区の概要 

（１）特別保護地区の名称 

村山山口鳥獣保護区特別保護地区 

（２）特別保護地区の区域 

別紙のとおり 

（３）特別保護地区の存続期間 

令和８年 11月１日から令和 28年 10月 31日まで（20年間） 

（４）特別保護地区の指定区分 

身近な鳥獣生息地の保護区 

（５）特別保護地区の指定目的 

当該地域は、西多摩郡瑞穂町及び武蔵村山市にまたがる狭山丘陵地帯に位置してお

り、東京都水道局山口貯水池に隣接する貯水池林である。一帯は、アカマツ、ヒノキ、

スギ等の針葉樹林とコナラ、ネコシデ、エゴノキ等の広葉樹林で構成されており、多

種多様な野鳥及び獣が生息している。この中には、「絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律」において、国内希少野生動植物として指定されているハヤブ

サも確認されている。 

当該地域は、昭和 44年に特別保護地区として指定されており、引き続き良好な鳥獣

の生息環境を保全するため、法律第 29条第１項に基づく特別保護地区に指定し、当該

地域に生息する鳥獣の生息地の保護を図るものである。 

 

２ 特別保護地区の保護に関する方針 

当該区域は、都立狭山自然公園に指定されているとともに、一帯の自然度の高い樹林地

は、貯水池林として東京都水道局により良好に管理されている。しかしながら、外周には

狭山丘陵ハイキングコースや都立野山北・六道山公園が整備されており、野外活動が活発

な区域であるため、特別保護地区内の鳥獣の安定的な生息に影響を及ぼすことのないよう、

より静寂な環境の保持に務める。 

さらに、工作物設置、木竹の伐採等の開発行為を指導監督し、鳥獣の保護及び繁殖地の

保全に著しい支障が生じることのないように努める。 
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３ 特別保護地区の区域に含まれる土地の地目別面積及び水面の面積 

 別表１のとおり。 

 

４ 指定区域における鳥獣の生息状況 

（１）当該区域の概要 

 ア 特別保護地区の位置 

   特別保護地区は、瑞穂町の東部および武蔵村山市の北部に位置し、瑞穂町の北端は埼

玉県入間市に、武蔵村山市の北端は所沢市に接している。当該地域は、埼玉県指定の狭

山湖特別保護地区と隣接し一体となって７２７ヘクタールの特別保護地区を形成してい

る。 

   また、当該地域は都立自然公園に指定され、さらに貯水池林になっている。 

 イ 地形、地質など 

当該地域は、砂層、泥岩層、砂礫層などからなる上総層群とよばれる新生代第三紀末

から第四紀洪積世に形成された地層が分布し、表面は、火山灰からなる関東ローム層と

段丘礫層からなっている。 

 ウ 植生の概要 

森林植物帯は、アカマツ、ヒノキ、スギ等の針葉樹林とコナラ、ネコシデ、エゴノキ

等の広葉樹林の植生に恵まれている。また、隣接地内には、、水面も多く鳥獣の生息に非

常に適しており、その種類も極めて多く、生息環境としての植生の保全が必要である。 

 エ 動物相の概要 

当該地域に生息または利用する野鳥の種類は猛禽類も含め豊富で、特定外来生物をの

ぞいた鳥類３９科９９種、獣類４科４種が確認されている。確認種の多くはヒヨドリや

ヒタキ類、カラ類といった樹林性の種であり、サギ類やカモ類等の水辺性の種は一時的

な利用をしているものが多い。 

 

（２）生息する鳥獣類 

   別表２、３のとおり。 

 

（３）当該区域の農林水産物の被害状況 
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当該地地域は、東京都水道局管理の農林地がないことから鳥獣による農林水産物への

被害は生じていない。 

 

５ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 32 条の規定による補償に関す

る事項 

当該区域において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第 32条に規 

定する損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失の補償をする。 

 

６ 維持管理に関する事項 

鳥獣保護区用制札、案内板を設置していく。 
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別表１ 特別保護地区の面積内訳 

♦形態別面積内 

 

♦所有別面積内訳 

 

♦他法令による区 

  

既存面積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既存面積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既存面積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

ha ha ha 136 ha 0 ha 0 ha ha ha ha

ha ha ha 133 ha  0 ha 0 ha ha ha ha

ha ha ha 0 ha 0 ha 0 ha ha ha ha

ha ha ha 0 ha 0 ha 0 ha ha ha ha

ha ha ha 3 ha 0 ha 0 ha ha ha ha

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域

総面積

林 野

農耕地

水 面

その他

既存面積 拡大（縮小）面積拡大（縮小）後の面積 既存面積 拡大（縮小）面積拡大（縮小）後の面積 既存面積 拡大（縮小）面積拡大（縮小）後の面積

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 136 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 136 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

公有水面 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha
計 0 ha 0 ha 0 ha 136 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

特別保護指定区域鳥獣保護区 特別保護地区

国有地

国有林

保安林

林野庁所管

制限林

砂防指定地

その他

普通林

文部科学省所管

国有林以外の国有地

環境省所管

地方公共団体有地

都道府県有地

保安林

制限林

砂防指定地

その他

普通林地

その他

市町村有林地等

保安林

制限林地

砂防指定地

その他

普通林

その他

保安林

制限林

砂防指定地

その他

普通林

その他

私有地等

既存面積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既存面積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積 既存面積 拡大（縮小）面積 拡大（縮小）後の面積

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 128 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 128 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha 0 ha

鳥獣保護区 特別保護地区 特別保護指定区域

自然環境保全法による地域

特別地域

普通地域

自然公園法による地域

特別保護地区

特別地域

普通地域

文化財保護法による地域*
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別表２ 特別保護地区内に生息する鳥類リスト   

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

27 カモ カモ オカヨシガモ

32 カモ カモ カルガモ

33 カモ カモ マガモ

35 カモ カモ コガモ

43 カモ カモ キンクロハジロ

55 カモ カモ ホオジロガモ EN

56 カモ カモ ミコアイサ EN

64 キジ キジ キジ NT

65 キジ キジ ウズラ VU CR

69 アマツバメ アマツバメ アマツバメ DD

79 カッコウ カッコウ ジュウイチ NT

80 カッコウ カッコウ ホトトギス NT

82 カッコウ カッコウ ツツドリ NT

83 カッコウ カッコウ カッコウ VU

89 ハト ハト キジバト

101 ツル クイナ オオバン CR

117 カイツブリ カイツブリ カイツブリ NT

119 カイツブリ カイツブリ カンムリカイツブリ ＊

121 カイツブリ カイツブリ ハジロカイツムリ NT

315 カツオドリ ウ カワウ

326 ペリカン サギ ミゾゴイ VU EN

328 ペリカン サギ ゴイサギ VU

333 ペリカン サギ アオサギ

335 ペリカン サギ ダイサギ

336 ペリカン サギ チュウサギ NT NT

337 ペリカン サギ コサギ VU

343 タカ ミサゴ ミサゴ NT EN

352 タカ タカ ツミ VU

353 タカ タカ ハイタカ NT VU

354 タカ タカ オオタカ NT VU

359 タカ タカ トビ NT

363 タカ タカ サシバ VU CR

366 タカ タカ ノスリ VU

367 フクロウ フクロウ アオバズク CR

371 フクロウ フクロウ オオコノハズク EN

377 フクロウ フクロウ フクロウ EN

384 ブッポウソウ カワセミ カワセミ EN

390 キツツキ キツツキ コゲラ

394 キツツキ キツツキ アカゲラ NT

No．※1 目名 科名 種名または亜種名
種の指定等の要件※2
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

399 キツツキ キツツキ アオゲラ NT

402 ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ VU

407 ハヤブサ ハヤブサ ハヤブサ 希少 VU CR

411 スズメ サンショウクイサンショウクイ VU CR

419 スズメ カササギヒタキサンコウチョウ VU

422 スズメ モズ チゴモズ CR CR

424 スズメ モズ アカモズ 希少 EN CR

425 スズメ モズ モズ NT

427 スズメ カラス カケス

429 スズメ カラス オナガ NT

435 スズメ カラス ハシボソガラス

436 スズメ カラス ハシブトガラス

440 スズメ シジュウカラ ヒガラ

442 スズメ シジュウカラ ヤマガラ

445 スズメ シジュウカラ コガラ

447 スズメ シジュウカラ シジュウカラ

450 スズメ ヒバリ ヒバリ VU

456 スズメ ヒヨドリ ヒヨドリ

461 スズメ ツバメ ツバメ

462 スズメ ツバメ イワツバメ NT

464 スズメ ウグイス ウグイス ＊

466 スズメ ウグイス ヤブサメ NT

467 スズメ エナガ エナガ

481 スズメ ムシクイ メボソムシクイ VU

484 スズメ ヨシキリ オオヨシキリ VU

497 スズメ セッカ セッカ VU

501 スズメ メジロ メジロ

502 スズメ キクイタダキ キクイタダキ VU

503 スズメ ミソサザイ ミソサザイ NT

505 スズメ キバシリ キバシリ NT

507 スズメ ムクドリ ムクドリ

509 スズメ ムクドリ コムクドリ

514 スズメ ツグミ トラツグミ VU

523 スズメ ツグミ クロツグミ NT

525 スズメ ツグミ マミチャジナイ

526 スズメ ツグミ シロハラ

527 スズメ ツグミ アカハラ

539 スズメ ヒタキ オオルリ NT

550 スズメ ヒタキ キビタキ

No．※1 目名 科名 種名または亜種名
種の指定等の要件※2
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※１ 「№」及び「種名」は「日本鳥類目録改訂第８版」（令和 6年 9月日本鳥学会）による。 

※２ 種の指定等の要件 

Ⅰ 「文化財保護法」で定める天然記念物及び特別天然記念物 

特別天然記念物：特天、天然記念物：天然 

Ⅱ ｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

国内希少野生動植物：希少 

Ⅲ 「日本の絶滅のおそれのある野生生物［鳥類］」（環境省編 2020年） 

絶滅：EX、野生絶滅:EW、絶滅危惧ⅠＡ類：CR、絶滅危惧ⅠＢ類：EN、絶滅危惧Ⅱ類：VU 

準絶滅危惧：NT、情報不足：DD、絶滅のおそれのある地域個体群：LP 

Ⅳ 「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）－2020年見直し版－」西多摩ランク（東京都 2023年） 

絶滅：EX、野生絶滅:EW、絶滅危惧ⅠＡ類：CR、絶滅危惧ⅠＢ類：EN、絶滅危惧Ⅰ類：CR＋EN 

絶滅危惧Ⅱ類：VU、準絶滅危惧：NT、情報不足：DD、留意種：＊ 

Ⅴ 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」 

特定外来生物：特定 

※※調査結果は現地調査及び文献調査による。現地調査は特別保護地区内で実施。文献調査は特別保護地区の周辺を含む 

広域での調査結果による。  

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

556 スズメ ヒタキ ルリビタキ

561 スズメ ヒタキ ジョウビタキ

575 スズメ スズメ スズメ

584 スズメ セキレイ キセキレイ

585 スズメ セキレイ ハクセキレイ

586 スズメ セキレイ セグロセキレイ NT

591 スズメ セキレイ ビンズイ

595 スズメ セキレイ タヒバリ

598 スズメ アトリ シメ

600 スズメ アトリ イカル NT

602 スズメ アトリ ウソ VU

606 スズメ アトリ ベニマシコ NT

608 スズメ アトリ カワラヒワ

618 スズメ ホオジロ ホオジロ NT

622 スズメ ホオジロ ホオアカ

625 スズメ ホオジロ カシラダカ VU

633 スズメ ホオジロ アオジ

634 スズメ ホオジロ クロジ EN

637 スズメ ホオジロ オオジュリン NT

9 キジ キジ コジュケイ

11 ハト ハト カワラバト

25 スズメ ソウシチョウ ソウシチョウ 特定

26 スズメ ソウシチョウ ガビチョウ 特定

29 スズメ ソウシチョウ カオグロガビチョウ 特定

計 15目 40科 102種 0種 2種 11種 61種 3種

No．※1 目名 科名 種名または亜種名
種の指定等の要件※2
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別表３ 特別保護地区内に生息する獣類リスト 

   

 
※１ 「№」は通し番号 

「種名」は「世界哺乳類標準和名リスト 2021年度版」（日本哺乳類学会）（https://www.mammalogy.jp/list/） 

による。 

※２ 種の指定等の要件 

Ⅰ 「文化財保護法」で定める天然記念物及び特別天然記念物 

特別天然記念物：特天、天然記念物：天然 

Ⅱ ｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 

国内希少野生動植物：希少 

Ⅲ 「日本の絶滅のおそれのある野生生物［哺乳類］」（環境省編 2020年） 

絶滅：EX、野生絶滅:EW、絶滅危惧ⅠＡ類：CR、絶滅危惧ⅠＢ類：EN、絶滅危惧Ⅱ類：VU 

準絶滅危惧：NT、情報不足：DD、絶滅のおそれのある地域個体群：LP 

Ⅳ 「東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）－2020年見直し版－」西多摩ランク（東京都 2023年） 

絶滅：EX、野生絶滅:EW、絶滅危惧ⅠＡ類：CR、絶滅危惧ⅠＢ類：EN、絶滅危惧Ⅰ類：CR＋EN 

絶滅危惧Ⅱ類：VU、準絶滅危惧：NT、情報不足：DD、留意種：＊ 

Ⅴ 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」 

特定外来生物：特定 

※※調査結果は現地調査及び文献調査による。現地調査は特別保護地区内で実施。文献調査は特別保護地区の周辺を含む 

広域での調査結果による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

1 真無盲腸 モグラ アズマモグラ

2 翼手 ヒナコウモリ アブラコウモリ

3 食肉 イヌ タヌキ

4 偶蹄 イノシシ イノシシ

計 4目 4科 4種 0種 0種 0種 0種 0種

No．※1 目名 科名 種名または亜種名
種の指定等の要件※2

https://www.mammalogy.jp/list/
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別  紙 

 



 参考資料１ 

 

鳥獣保護区及び鳥獣保護区特別保護地区について 

 

１ 概要 

（１）鳥獣保護区 

東京都では、鳥獣の保護を図るため、必要があると認められる地域を鳥

獣保護区に指定している。 

   令和７年 11 月現在、39 箇所 48,635 ヘクタールの鳥獣保護区を指定

している。 

なお、鳥獣保護区では狩猟が禁止されている。 

※根拠法令：「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年

7月 12日付法律第 88号）」第 28条 

 

（２）鳥獣保護区特別保護地区 

東京都では、鳥獣保護区の区域において、鳥獣の保護及びその生息地の

保護を図るため、特に必要があると認められる地域を特別保護地区に指定

している。 

   令和７年 11 月現在、８箇所２，８８７ヘクタールの特別保護地区を指

定している。 

なお、特別保護地区では、狩猟の禁止に加え、一定の開発行為も規制さ

れている。 

※根拠法令：「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年

7月 12日付法律第 88号）」第 29条 

＜要許可行為＞ 

・建築物その他工作物の新改増築 

・水面の埋め立て又は干拓 

・木竹の伐採   など 

 

２ 自然環境保全審議会との関係 

（１）鳥獣保護区 

   新規指定及び区域の拡張する時は、自然環境保全審議会への付議を要す 

る。 

（２）鳥獣保護区特別保護地区 

新規指定、区域の拡張及び存続期間を延長する時は、自然環境保全審議 

会への付議を要する。 
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鳥獣保護区生息状況調査委託 
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令和７年１１月 

 

東京都環境局自然環境部計画課 

株式会社 セルコ 

参考資料３ 
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１．調査概要 

（１）調査対象 

調査対象は鳥類及び哺乳類とした。 

 

（２）調査ルート及び地点等の設定 

鳥獣保護区の鳥獣相を把握するため、調査対象鳥獣保護区において、都と協議のう

えで表 1-3-1に示す調査ルートを設定した。調査ルートの設定に際しては、地形の状

況や周辺の土地利用、優占する植生の分布等を考慮し、生息する鳥獣の確認に支障を

及ぼさない環境において、安全に現地調査が実施可能となるよう留意した。 

なお、本調査では各調査ルートにおいて標準地調査地点を設け調査環境が多様に

なるよう配慮した。また、けもの道等においてセンサーカメラによる自動撮影調査を

実施するとともに、夜行性鳥類を対象とした夜間調査とネズミ類を対象とした捕獲

調査を実施した。各調査ルートの概要を表 1-3-1に、各調査のルート及び設置地点な

どを図 1-3-1～図 1-3-9に示す。 

 

表 1-3-1 調査ルート一覧 

調査対象 

区域 
ルート名 

 

村山山口鳥獣保護区 

特別保護地区 

 

西多摩郡瑞穂町西部から村山山口鳥獣保護区同特別保護地区の外縁部に沿って野山北六道

山公園の分岐点までの区間並びに武蔵村山市本町六丁目地先を通過するルート。 

標準地調査は、コナラ群落を対象とする。 

 

村山山口 

鳥獣保護区 

 

武蔵村山市中藤２丁目地先から村山貯水池南側を中心に、多摩湖自転車道に沿って狭山公

園に至るルート。 

標準地調査は、コナラ群落を対象とする。 

 

多摩川 

鳥獣保護区 

 

多摩川中流域から多摩川左岸に沿って河口部に至るルート。 

標準地調査は、ヨシ群落、セイバンモロコシ群落、オギ群落、コナラ群落、アラカシ群落

を対象とする。 

 

東京港 

鳥獣保護区 

 

東京港の港湾区域で、葛西臨海公園、若洲海浜公園、辰巳の森海浜公園、お台場海浜公

園、大井ふ頭中央海浜公園、東京港野鳥公園の各公園内に設置したルート。 

標準地調査は、海浜植生、植栽樹林群、シオクグ群落を対象とする。 
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（３）現地調査 

現地調査は、夏季に実施した。 

調査日の設定にあたっては鳥獣相を的確に確認できるよう留意し、雨天・荒天を除

く日の適切な時間帯(原則として早朝)に実施した。現地調査の実施に際しては調査

地管理者に事前に必要な連絡調整を行った。 

現地調査は当該調査に精通した複数の調査員により実施した。調査員は「日本鳥類

目録改訂第 8版（2024年 9月 13日，日本鳥学会発行）」並びに「日本野生鳥獣目録」

（平成 14年 7月環境省）記載の鳥類及び哺乳類をフィールドサインにより判別でき

る者とした。調査の実施状況は表 1-3-2に示すとおりである。 

 

表 1-3-2(1) 現地調査実施状況(村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区) 

 

 

  

調査対象地域 季節 調査年月日
調査地点
・ルート

調査内容 調査時間 天候

夏季 R7.9.16 R1
哺乳類調査（任意観察）
鳥類調査（ラインセンサス）

5:45〜9:20 曇

夏季 R7.7.15 R1 鳥類調査（夜間調査） 19:00〜21:45 曇

夏季 R7.10.20～21 St.1
哺乳類調査（センサーカメラによる自動撮影）
哺乳類調査（ネズミ類捕獲調査）

13:30〜12:40 曇

夏季 R7.11.4 St.1 植生調査 13:30〜14:30 晴

夏季 R7.10.3 R2
哺乳類調査（任意観察）
鳥類調査（ラインセンサス）

8:00〜12:30 晴

夏季 R7.7.11 R2 鳥類調査（夜間調査） 19:00〜21:00 曇

夏季 R7.10.20～21 St.2
哺乳類調査（センサーカメラによる自動撮影）
哺乳類調査（ネズミ類捕獲調査）

11:40〜11:30 曇

夏季 R7.11.4 St.2 植生調査 10:30〜11:30 晴

村山山口
鳥獣保護区

村山山口
鳥獣保護区

同特別保護地区
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１) 調査方法 

a) 鳥類調査 

鳥類調査は、ラインセンサス法並びに夜行性鳥類繁殖期の鳴き声の確認を目的とした夜

間調査を実施した。その調査方法を表 1-3-3に示す。 

なお、調査ルート外であっても当該区域内に出現した鳥類についても記録するよう努め

た。 

 

表 1-3-3鳥類調査 

調査内容 調査方法 

ラインセ

ンサス法 

調査範囲内の地形の状況や優占する植生の分

布等を考慮し、あらかじめ設定した調査ルート

上を歩行速度 1.5km/h～2km/h 程度で歩きなが

ら、一定の範囲内に出現する鳥類を姿や鳴き声

により識別して、種別や確認状況を記録した。 

 

ラインセンサス法 

夜間調査 

夜間調査は、日没後２時間程度、ヨタカ、ト

ラツグミ、フクロウ等が鳴く時期を目安とし、7

月～10月に実施した。 

 

 

 

夜間調査 
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b) 哺乳類調査 

哺乳類調査は、任意観察、センサーカメラによる自動撮影及びネズミ類捕獲

調査とし、その調査方法を表 1-3-4に示す。なお、調査ルート外であっても当

該区域内に出現した哺乳類についても記録するよう努めた。 

表 1-3-4哺乳類調査 

調査内容 調査方法 

任意観察 

あらかじめ設定した調査ルートを踏査して、個体

の目視確認及び主に大型・中型哺乳類のフィールド

サイン（糞、足跡、食痕、掘り返し、爪痕及び塚等の

生息痕跡）を確認した。痕跡を確認したら位置、種の

推定等や写真撮影を行い記録した。 

 

任意観察 

センサー

カメラに

よる自動

撮影 

センサーカメラは、けものみちと想定される箇所

付近の樹木等に設置した。10箇所に一晩設置した。 

 

 
センサーカメラ 

ネズミ類 

捕獲調査 

シャーマントラップおよびピットフォールトラッ

プを使用してネズミ類を捕獲した。トラップの設置

は全体で 14箇所とし、1箇所あたり各トラップを

10台ずつ設置、設置は一晩とした。誘引餌は落花生

を用いた。採取したネズミ類は同定を行い、種名等

を確認した後、放獣することとした。 

      
 

シャーマントラップ 

 

ピットフォールトラップ 
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（４）現地調査とりまとめ 

調査対象地域について、鳥獣調査の成果としてとりまとめ、以下第 2章から第 4章

に調査結果と考察として示した。 

各鳥獣の番号、目名、科名及び種名については、「日本鳥類目録（改定第 8 版）」

（2024 年 9 月 13 日，日本鳥学会）及び「世界哺乳類標準和名リスト 2021 年度版」

(川田 他，2021)を参考にした。表中の選定基準に該当するものについては、該当す

るものの略称・記号を記載した。 
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第２章 調査結果と考察（村山山口鳥獣保護区及び同特別保護地区） 

１．標準地調査 

標準地調査地点の植生群落一覧を表 2-1-1 に、標準地調査の結果を表 2-1-2～表 2-

1-5 に示す。 

 

表 2-1-1 標準地調査地点の植生群落一覧 

調査対象地区 調査地点 調査年月日 群落名 

村山山口鳥獣保護区 

特別保護地区 
St.1 令和 7年 11月 4日 コナラ群落 

村山山口鳥獣保護区 St.2 令和 7年 11月 4日 コナラ群落 
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表 2-1-2  標準地植生調査（村山山口鳥獣保護区 特別保護地区 St.1） 
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表 2-1-3  標準地植生調査（村山山口鳥獣保護区 St.2） 
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２．鳥獣調査 

（１）結果の概要 

現地調査で確認された鳥獣（鳥類、哺乳類）の確認種数及び指定種の確認状況を表 2-

2-1に示す。 

 

村山山口鳥獣保護区同特別保護地域内で、鳥類では、猛禽類としてツミ、アオバズク、

フクロウの 3種、水鳥としてミゾゴイ、アオサギ、ダイサギの 3種、陸鳥としてツツド

リ、キジバト、コゲラ、アオゲラ、サンショウクイ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガ

ラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、クロツグミ、マ

ミチャジナイ、キビタキ、スズメ、コジュケイ、ガビチョウ、カオグロガビチョウの 21

種が確認されている。 

哺乳類では、大型哺乳類としてイノシシ 1 種、中型哺乳類としてタヌキ 1 種が確認

されている。 

自動撮影調査では、哺乳類は撮影されなかった。 

ネズミ類の捕獲調査については、哺乳類は捕獲されなかった。 

確認種の多くは樹林性の陸鳥類や猛禽類であり、サギ類等の水鳥類はやや少なく一 

時的に利用しているに過ぎなかった。 

 

村山山口鳥獣保護区内で、鳥類では、猛禽類としてミサゴ、オオタカ、トビの 3種、

水鳥としてカワウとアオサギの 2種、陸鳥としてホトトギス、キジバト、コゲラ、モズ、

ハシボソガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス。メジロ、コサメビタ

キ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、イカル、カワラヒワ、ガビチョウの 16種が確認

されている。 

哺乳類では、小型哺乳類としてアズマモグラ 1種が確認されている。 

自動撮影調査では、哺乳類は撮影されなかった。 

ネズミ類の捕獲調査については、哺乳類は捕獲されなかった。 

 

現地調査で確認された各種の内、重要な種の選定に該当する指定種については確認

位置図を図 2-2-1～図 2-2-2に示す。 
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表 2-2-1 現地調査で確認された鳥獣確認種数及び指定種の確認状況 

（村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区） 

調査対 

象地域 

ルート

名 
調査名 鳥類 哺乳類 指定種の確認状況 

村山山口 

鳥獣保護区 

特別保護地

区 

R1 

ライン 

センサス法 
21種 2種 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：6種、哺乳類：該当なし 

特定外来生物：鳥類 2種 

夜間調査 11種 - 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：6種：哺乳類：該当なし 

特定外来生物：鳥類 1種 

ネズミ類 

捕獲調査 
- - 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：該当なし、哺乳類：該当なし 

特定外来生物：該当なし 

自動撮影 

調査 
- - 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：該当なし、哺乳類：該当なし 

特定外来生物：該当なし 

村山山口 

鳥獣保護区 
R2 

ライン 

センサス法 
20種 1種 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：9種：哺乳類：該当なし 

特定外来生物：鳥類 1種 

夜間調査 1種 - 
環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：1種：哺乳類：該当なし 

ネズミ類 

捕獲調査 
- - 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：該当なし、哺乳類：該当なし 

特定外来生物：該当なし 

自動撮影 

調査 
- - 

環境省及び東京都のレッドリストに該当する種： 

鳥類：該当なし、哺乳類：該当なし 

特定外来生物：該当なし 
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図 2-2-1 村山山口鳥獣保護区・同特別保護地区 

鳥類重要種確認位置（夏季） 
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図 2-2-1 村山山口鳥獣保護区・同特別保護地区 

哺乳類確認位置（夏季） 
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現地調査において確認された種のうち、指定種等の選定については以下の表 2-2-2に

示す内容に準拠した。 

 

表 2-2-2 現地調査で確認された指定種等の選定の参考資料 

（注 1）鳥獣の配列（No.）及び目・科・種名は、鳥類については「日本鳥類目録 改訂第 8

版」（日本鳥学会、平成 24 年 9 月）、哺乳類については「世界哺乳類標準和名リス

ト 2021 年度版」(川田 他，2021)に準拠した。 

（注 2）重要な種の選定基準は以下のとおりである。 

1 「文化財保護法」（昭和 25 年、法律第 214 号） 

  特天：特別天然記念物、天：天然記念物 

2 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 5 年、法律第 75 号） 

  際：国際希少野生動植物、内：国内希少野生動植物、緊：緊急指定種  

3 「【鳥類】環境省レッドリスト（2020）」（令和 2 年、環境省）、「【哺乳類】環境省レッ 

ドリスト（2020）」（令和 2 年、環境省） 

  ＥX：絶滅、ＥW：野生絶滅、CR：絶滅危惧ⅠA 類、ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類、ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、ＮＴ：準絶滅危惧、DD：情報不足、 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

4 「東京都レッドリスト（本土部）2020 年見直し版」（令和 5 年 4 月、東京都環境局） 

ＥX：絶滅、ＥW：野生絶滅、CR：絶滅危惧ⅠA 類、ＥＮ：絶滅危惧ⅠＢ類、 

CR+ＥＮ：絶滅危惧Ⅰ類、ＶＵ：絶滅危惧Ⅱ類、ＮＴ：準絶滅危惧、DD：情報不足、 

*：留意種、◯：ランク外、-：データ無し、・：非分布 

5 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成 16 年、法律第 

78 号） 特定：特定外来生物 
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（２）調査結果（目録と指定種の確認位置） 

鳥類及び哺乳類のルート別の調査結果（目録）を以下に示すとおり取りまとめた。 

＜ルートセンサス（夜間調査含む）村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区＞ 

表 2-2-3 鳥類調査結果 

表 2-2-4 哺乳類調査結果 

＜ルートセンサス（夜間調査含む）村山山口鳥獣保護区＞ 

表 2-2-5 鳥類調査結果 

表 2-2-6 哺乳類調査結果 

＜ネズミ類捕獲調査結果＞ 

表 2-2-7 

表 2-2-8 

村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 

村山山口鳥獣保護区 

＜自動撮影調査結果＞ 

表 2-2-9 

表 2-2-10 

村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 

村山山口鳥獣保護区 
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表 2-2-3（1） 鳥類調査結果（村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 ルートセンサ

ス） 

 

 

 

  

343 
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表 2-2-3（2） 鳥類調査結果（村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 ルートセンサ

ス） 

 

 ※鳥獣の配列（No.）及び目・科・種名は、「日本鳥類目録（改定第 8 版）」（2024 年 9 月 13 日，日本鳥学

会）に準拠した。               

注）重要な種の選定基準は以下の通りである。 

1「文化財保護法」（昭和 25 年、法律第 214 号） 

   特天：特別天然記念物、天：天然記念物 

2「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 5 年、法律第 75 号）  

   際：国際希少野生動植物、内：国内希少野生動植物、緊：緊急指定種 

3「【鳥類】環境省レッドリスト（2020）」（令和 2 年、環境省）  

   EX：絶滅、EX：野生絶滅、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、CR+EN：絶滅危惧 I 類、 

    VU：絶滅危惧 II 類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群  

4「レッドデータブック東京 2023～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）解説版～」（令和 5 年

3 月、東京都環境局自然環境部） 

   EX：絶滅、EX：野生絶滅、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、CR+EN：絶滅危惧 I 類、 

    VU：絶滅危惧 II 類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、*：留意種、◯：ランク外、-：データ無し、 

・：非分布               

5「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成 16 年、法律第 78号）  

   特定：特定外来生物 

（参考文献） 
*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 
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表 2-2-4 哺乳類調査結果（村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 ルートセンサス） 

 

分類及び名称については「世界哺乳類標準和名リスト」（川田 他，2021）に準拠した。 

（参考文献） 

  *1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18 年 3

月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 

 

  

現地調査

1 2 3 4 5 夏季 冬季

1 食虫目 モグラ科 アズマモグラ Mogera imaizumii ●

2 翼手目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus ●

3 食肉目 イヌ科 タヌキ Nyctereutes procyonoides ●

4 偶蹄目 イノシシ科 イノシシ Sus scrofa ●

計 4目 4科 4種 0種 0種 0種 0種 0種 2種 0種 2種

重要な種の選定基準
備考

文献
調査

No． 目名 科名 種名または亜種名 学名

真無盲腸目 
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表 2-2-5（1） 鳥類調査結果（村山山口鳥獣保護区 ルートセンサス） 
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表 2-2-5（2） 鳥類調査結果（村山山口鳥獣保護区 ルートセンサス） 

 
 ※鳥獣の配列（No.）及び目・科・種名は、「日本鳥類目録（改定第 8 版）」（2024 年 9 月 13 日，日本鳥学

会）に準拠した。               

注）重要な種の選定基準は以下の通りである。 

1「文化財保護法」（昭和 25 年、法律第 214 号） 

   特天：特別天然記念物、天：天然記念物 

2「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成 5 年、法律第 75 号）  

   際：国際希少野生動植物、内：国内希少野生動植物、緊：緊急指定種 

3「【鳥類】環境省レッドリスト（2020）」（令和 2 年、環境省）  

   EX：絶滅、EX：野生絶滅、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、CR+EN：絶滅危惧 I 類、 

    VU：絶滅危惧 II 類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、LP：絶滅のおそれのある地域個体群  

4「レッドデータブック東京 2023～東京都の保護上重要な野生生物種（本土部）解説版～」（令和 5 年

3 月、東京都環境局自然環境部） 

   EX：絶滅、EX：野生絶滅、CR：絶滅危惧ⅠA 類、EN：絶滅危惧 IB 類、CR+EN：絶滅危惧 I 類、 

    VU：絶滅危惧 II 類、NT：準絶滅危惧、DD：情報不足、*：留意種、◯：ランク外、-：データ無し、 

・：非分布               

5「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成 16 年、法律第 78号）  

   特定：特定外来生物 

（参考文献） 
*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 
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表 2-2-6 哺乳類調査結果（村山山口鳥獣保護区 ルートセンサス） 

 

※ 「№」については「日本野生鳥獣目録」（環境省自然環境局野生生物課、平成 14 年 7 月）に準拠した。 

分類及び名称については「世界哺乳類標準和名リスト」（川田 他，2021）に準拠した。 

（参考文献） 

*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18 年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 

 

 

表 2-2-7 哺乳類調査結果 

（村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 ネズミ類捕獲調査結果） 

 

※ 「№」については「日本野生鳥獣目録」（環境省自然環境局野生生物課、平成 14 年 7 月）に準拠した。 

分類及び名称については「世界哺乳類標準和名リスト」（川田 他，2021）に準拠した。 

（参考文献） 

*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18 年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 

 

表 2-2-8 哺乳類調査結果 

（村山山口鳥獣保護区 ネズミ類捕獲調査結果） 

 

※ 「№」については「日本野生鳥獣目録」（環境省自然環境局野生生物課、平成 14 年 7 月）に準拠した。 

分類及び名称については「世界哺乳類標準和名リスト」（川田 他，2021）に準拠した。 

（参考文献） 

*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18 年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 

  

現地調査

1 2 3 4 5 夏季 冬季

18 モグラ モグラ アズマモグラ Mogera imaizumii ○ ●

38 翼手目 ヒナコウモリ科 アブラコウモリ Pipistrellus abramus ●

計 2目 2科 2種 0種 0種 0種 1種 0種 1種 0種 1種

備考
文献
調査

No． 目名 科名 種名または亜種名 学名
重要な種の選定基準

現地調査

1 2 3 4 5 夏季 冬季

捕獲無し

計 0目 0科 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種

重要な種の選定基準
備考No． 目名 科名 種名または亜種名 学名

現地調査

1 2 3 4 5 夏季 冬季

　 　 捕獲無し －

計 0目 0科 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種

科名 種名または亜種名 学名
重要な種の選定基準

備考No． 目名

真無盲腸目 
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表 2-2-9 哺乳類調査結果（村山山口鳥獣保護区 同特別保護地区 自動撮影調査結

果） 

 

※ 「№」については「日本野生鳥獣目録」（環境省自然環境局野生生物課、平成 14 年 7 月）に準拠した。 

分類及び名称については「世界哺乳類標準和名リスト」（川田 他，2021）に準拠した。 

（参考文献） 

*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18 年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 

 

 

表 2-2-10 哺乳類調査結果（村山山口鳥獣保護区 自動撮影調査結果） 

 

※ 「№」については「日本野生鳥獣目録」（環境省自然環境局野生生物課、平成 14 年 7 月）に準拠した。 

分類及び名称については「世界哺乳類標準和名リスト」（川田 他，2021）に準拠した。 

（参考文献） 

*1 平成 17 年度 村山山口鳥獣保護区等鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 18 年 3 月） 

*2 鳥獣保護区における鳥獣生息状況調査委託報告書（平成 29 年 3 月） 

現地調査

1 2 3 4 5 夏季 冬季

撮影無し

計 0目 0科 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種

No． 目名 科名 種名または亜種名 学名
重要な種の選定基準

備考

現地調査

1 2 3 4 5 夏季 冬季

撮影無し

計 0目 0科 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種 0種

No． 目名 科名 種名または亜種名 学名
重要な種の選定基準

備考


